
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿No．

1 個人情報ファイルの名称

2 機関の名称

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

8 要配慮個人情報

9 経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する特別の手
続等

□法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２1条第７項に
該当するファイル

□有　　□無

13 条例要配慮個人情報

14 備考

※保有個人情報に係る記録の場合、「個人情報ファイル」は「保有個人情報」と読み替える

12 個人情報ファイルの種別
■法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含まない

－

10 開示請求等提出先
（名称）政策部情報管理課

（所在地）〒185-8501　東京都国分寺市泉町2-2-18

内容

高齢者緊急一時事務管理データファイル

国分寺市長

福祉部　高齢福祉課

緊急に保護が必要となった判断能力の著しく低下した高齢者で、近隣に金
銭管理等を頼れる親族がいないものの金銭管理等を緊急かつ一時的に事
務管理として行うため。

①緊急に保護が必要となった判断能力の著しく低下した高齢者で、近隣に
金銭管理等を頼れる親族がいないもの
１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５電話番号、６居所、７ＤＶ等の有無、８
収入状況、９資産状況、10課税状況、11債権・債務状況, 12家庭状況、13
口座情報、14カード暗証番号、15印鑑
②①の四親等以内の親族
１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５電話番号、６ＤＶ等の有無、７家庭状況

①緊急に保護が必要となった判断能力の著しく低下した高齢者で、近隣に
金銭管理等を頼れる親族がいないもの
②①の四親等以内の親族

・本人から・自課保有情報から・住基情報、戸籍調査（市民課）・個人住民税賦
課情報、固定資産税賦課業務（課税課）・後期高齢者医療保険受給者管理業
務（保険年金課）、生活保護業務等（生活福祉課）・公開情報を利用（登記等）

含まない

国分寺市社会福祉協議会（国分寺市地域権利擁護センター）

0596


